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問
い
合
わ
せ
先
　
第
二
庁
舎
経
済
・
雇
用
戦
略
課
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後
継
者
不
足
な
ど
事
業
継
続
の

お
悩
み
を
解
決
し
ま
す

「
後
継
者
が
い
な
い
」「
事
業
の
引
継
ぎ
に
不
安
が
あ
る
」

　

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
み
な
さ
ん
の
10
年
先
を
一
緒
に
考
え
、

事
業
承
継
を
支
援
し
ま
す
。

鳥
取
県
事
業
引
継
ぎ　
　
　

支
援
セ
ン
タ
ー

　
「
鳥
取
県
事
業
引
継
ぎ
支
援
セ
ン

タ
ー
」
は
、
国
（
経
済
産
業
省
）
が
運

営
す
る
セ
ン
タ
ー
で
す
。
親
族
内
の
承

継
だ
け
で
な
く
、
事
業
引
継
ぎ
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決
を
支
援
し

ま
す
。
相
談
は
無
料
。
秘
密
厳
守
で
対

応
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
こ
ん
な
お
手
伝
い
が
で
き
ま
す
】

◆
セ
ン
タ
ー
に
は
、
専
門
相
談
員
が
常

駐
し
、
出
張
も
致
し
ま
す
。

◆
事
業
承
継
計
画
策
定
な
ど
、
相
談
の

内
容
に
応
じ
て
、
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
、
税
理
士
な
ど
の
専
門
家
が
、

相
談
対
応
致
し
ま
す
。

問 

鳥
取
県
事
業
引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
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県
や
市
の　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
制
度
が
あ
り
ま
す
！

■
鳥
取
県
の
支
援
制
度

【
専
門
家
活
用
支
援
（
事
業
承
継
経
営

強
化
支
援
事
業
）】

　

外
部
の
専
門
家
を
活
用
し
て
事
業
承

継
計
画
を
策
定
す
る
経
費
の
一
部
を
支

援
し
ま
す
。

【
事
業
承
継
支
援
補
助
金
】

　

移
定
住
者
や
創
業
者
に
よ
る
事
業
承

継
（
事
務
所
・
店
舗
等
承
継
な
ど
）
に

際
し
初
期
投
資
経
費
を
支
援
し
ま
す
。

【
事
業
承
継
正
規
雇
用
奨
励
金
】

　

鳥
取
県
事
業
引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー

の
支
援
を
受
け
て
成
約
し
た
県
内
企

業
の
事
業
承
継
（
社
外
へ
の
引
継
ぎ
）

に
つ
い
て
、
正
規
雇
用
者
全
員
を
継
続

雇
用
し
、
人
材
育
成
を
行
う
場
合
に
、

引
き
継
い
だ
企
業
へ
奨
励
金
を
支
給

し
ま
す
。

問 

鳥
取
県
商
工
労
働
部
企
業
支
援
課
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■
鳥
取
市
の
支
援
制
度

　

鳥
取
県
と
協
調
し
て
、
事
業
承
継
支

援
資
金
を
設
け
て
い
ま
す
。

問 

第
二
庁
舎
経
済
・
雇
用
戦
略
課

・

（
右
ペ
ー
ジ
）

■鳥取県事業引継ぎ支援センターの支援の流れ

各
相
談
窓
口
で
受
付

相
　談

金
融
機
関

商
工
団
体

譲
受
・
譲
渡

譲
受
・
譲
渡

親
族
内
・
従
業
員
承
継

第
三
者
承
継

法
務
税
務
な
ど
の
専
門
家
に
よ
る

助
言
・
提
案

公
認
会
計
士
な
ど
専
門
家
に
よ
る

企
業
価
値
評
価
、
助
言
・
提
案

公
認
会
計
士
な
ど
専
門
家
に
よ
る

事
業
承
継
計
画
書
策
定

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援

契
約
書
作
成
な
ど

（
弁
護
士
な
ど
専
門
家
に
よ
る
助
言
）

事
業
承
継
完
了（
成
約
）

事
業
承
継
完
了（
成
約
）

後継者人材バンクなど活用

★ 事業者負担なし（無料） ★

事業引継ぎ支援
センターへ報告

？？

！

！

■事業承継相談受付窓口

受　　付　　団　　体
対　　象　　者 相談対応

など起業・創業を検討
している個人

事業譲渡・譲受
を検討の事業者

商工団体 中小企業団体中央会、商工会議所、
商工会連合会 ○ ○ ○

金融機関 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、
銀行、信用金庫、鳥取県信用保証協会 ○ ○ ○

自 治 体 鳥取市 ○ ○
公共機関 県立ハローワーク、ふるさと鳥取県定住機構 ○

大学など 鳥取大学、公立鳥取環境大学、
鳥取短期大学、工業高等専門学校 ○

鳥取県事業引継ぎ支援センター ○ ○ ○

事
業
承
継
と
は
？

　

事
業
承
継
と
は
、「
現
経
営
者
か

ら
後
継
者
へ
事
業
の
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
」
を
行
う
こ
と
で
す
。
単
に
「
後

継
者
を
誰
に
す
る
か
」
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
く
、
企
業
や
事
業
者
が
こ

れ
ま
で
に
培
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な

財
産
、
信
用
、
ノ
ウ
ハ
ウ
、
技
術
な

ど
を
上
手
に
引
き
継
ぐ
こ
と
や
、
後

継
者
へ
の
教
育
を
ど
の
よ
う
に
行
う

か
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
す
。

な
ぜ
今「
事
業
承
継
」な
の
？

　

中
小
企
業
白
書
に
よ
る
と
、
中
小

企
業
の
経
営
者
の
年
齢
分
布
は
、
最

も
人
数
の
多
い
66
歳
を
中
心
に
山
型

と
な
っ
て
お
り
、
全
国
で
数
十
万
人

と
い
わ
れ
る
経
営
者
が
、
こ
こ
数
年

で
引
退
時
期
に
さ
し
か
か
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鳥
取
商
工
会

議
所
な
ど
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
で
も
60
歳
代
の
経
営
者
が
最
大
と

な
る
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
後
継
者

不
足
か
ら
事
業
の
先
行
き
が
不
透
明

と
な
っ
て
い
る
例
が
多
く
み
ら
れ
ま

す
。
後
継
者
不
在
を
原
因
と
す
る
廃

業
が
増
え
れ
ば
、
本
市
の
経
済
に
与

え
る
影
響
は
深
刻
な
も
の
と
な
り
ま

す
。

　

一
般
的
に
、
事
業
承
継
は
５
年
か

ら
10
年
は
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
早
い
時
期
か
ら
着
手
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
鳥
取
市
は
経
営
者
の
み

な
さ
ん
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

事
業
承
継
の
方
法
は
？

　

誰
に
引
き
継
ぐ
の
か
に
よ
っ
て
、

い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

■
主
な
方
法

【
親
族
内
承
継
】

　

現
経
営
者
の
親
族
へ
承
継

【
親
族
外
承
継
（
従
業
員
等
）】

　

親
族
外
の
役
員
や
従
業
員
な
ど
へ

承
継

【
親
族
外
承
継
（
第
三
者
）】

　

Ｍ
＆
Ａ
な
ど
に
よ
り
第
三
者
へ
承

継■
事
業
承
継
の
進
め
方

①
現
状
の
把
握
（
会
社
概
要
、
自
社

株
の
親
族
関
係
、
個
人
財
産
の
概

算
な
ど
の
把
握
）

②
承
継
方
法
・
後
継
者
の
確
定
（
後

継
者
候
補
者
の
有
無
、
能
力
・
適

正
）

③
事
業
承
継
時
期
、
具
体
的
対
策
を

盛
り
込
ん
だ
事
業
承
継
計
画
の

作
成
（
法
定
相
続
人
確
認
、
相
続

財
産
の
特
定
、
納
税
方
法
の
検
討

な
ど
）

④
事
業
承
継
計
画
の
実
行

？

支援制度の
詳細については、

各問い合わせ先まで


